
重 要 事 項 説 明 書 

（居宅介護支援サービス） 

 

 あなた様に対する居宅介護支援サービスの提供の開始にあたり、厚生省令第 38 号第 4 条

に基づいて、当事業所があなた様に説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業所の概要  

事業者 社会福祉法人 庄原市社会福祉協議会 

事業者の所在地 広島県庄原市西本町４丁目５番２６号 

事業の種類 指定居宅介護支援 

事業所の名称 庄原市社協居宅介護支援事業所りん 

事業所の指定番号 庄原市 ３４７４９０００６９ 

事業所の所在地 広島県庄原市東城町川東１１７５番地 

開始年月日 平成１７年４月１日 

管理者の氏名 田邉 京子 

連絡先 ０８４７７－２－０４８８ 

事業所の実施地域 庄原市東城町 

 

２．事業の目的 

居宅において要介護状態にある高齢者に対し、適切な居宅介護支援を提供する事を

目的とします。 

 

３．運営の方針 

1. 介護支援専門員は地域包括ケアシステム推進に尽力し、利用者が要介護状態等

となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。 

2. 介護支援専門員は、利用者の心身状況やその置かれている環境等に応じて、利用

者の選択に基づき、適切な保健医療サービスが多様な事業者から、総合的かつ効

率的に提供されるよう配慮します。 

また、居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に

利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類ま

たは特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行い

ます。 



３. 介護支援専門員は、利用者の在宅生活継続に必要な健康に関する情報について、

医療関係者と家族や指定居宅サービス事業者等の介護支援に係わる関係者間の共

有が密接に行われるよう配慮します。 

４. 特定相談支援事業者との密接な連携に努めます。 

５. 事業の運営にあたっては、市町､地域包括支援センター、老人介護支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携につとめます。 

 

４．事業所の職員体制 

従業者数 

(１）管理者      １名（常勤） 

管理者は、事業所従事者の管理及び業務の一元的管理を行います。 

(２）介護支援専門員  ３名（常勤２管理者と兼務 1） 

 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たります。 

 

５．営業日及び営業時間 

営業日 

●月曜日から金曜日まで 

〈定休日〉12 月 29 日から 1 月 3 日 

※但し、利用者の状況によってはこの限りではありません。 

営業時間 
●原則、午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分まで 

※但し、依頼があれば、早朝、夜間などの時間外対応も行います。 

その他 
●電話等により 365 日 2４時間、常時連絡が可能な体制としています。 

〈営業時間外〉０８０－５２３９－４０８５ 

 

６．指定居宅介護支援の提供方法、内容 

  （１）指定居宅介護支援の提供方法は次のとおりとします。 

    ①利用者の相談を受ける場所 ―――― 事業所の相談室、利用者宅等 

    ②使用する課題分析票の種類 ―――― 居宅サービス計画ガイドライン（全社協方式） 

    ③サービス担当者会議の開催場所――― 事業所の会議室、利用者宅等 

    ④情報伝達会議（場内）の開催―――― 1 回以上／週 

    ⑤介護支援専門員の居宅訪問頻度――― 1 回以上／月 

    ⑥モニタリングの結果記録  ―――― 1 回以上／月 

  （２）提供するサービス内容 

    ※１ 付属表 サービス内容「サービス提供の標準的な流れ」をご参照ください。 

① サービスの提供にあたっては、あなたの要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に

なるよう、適切にサービスを提供します。 

   ② サービスの提供は適切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。もしわから

ないことがありましたら、いつでも担当職員にご遠慮なく質問してください。 

 



７．利用料 

  ※２ 付属別紙 「サービスご利用料金表」をご参照ください。 

 

８．秘密の保持 

従業者は業務上知り得た秘密を漏らしません。また退職後もこれを守秘します。 

 

９．苦情、相談体制について 

  ※３ 付属別紙「苦情・相談の連絡先について」をご参照ください。 

 

10．緊急時の対応方法 

（１）利用者の主治医へ連絡するとともに、医師の指示に従い適切な対応にあたります。

また、速やかに管理者へ報告するとともに、利用者の家族、緊急連絡先へ連絡を行

い、必要に応じて協力医療機関、警察、消防署へ協力依頼し、保険者に連絡します。 

（２）利用者またはその家族等からの相談に、速やかに対応するため、365 日 24 時間

連絡可能な体制としています。 

 

11．事故発生時の対応方法 

   事業所が提供するサービス中に事故が発生した場合は、市町、家族、緊急連絡先、 

管理者に連絡を行い、必要な措置を講じます。 

（１）事故報告書にて職員周知を行い、事故の原因を解明し、事故防止マニュアルの整備

や研修会等を開催するなど事故防止に努めます。 

（２）事故の状況及び採った処置について記録し、賠償すべき事故が発生した場合には損

害賠償を速やかに行います。 

（３）必要に応じて保険者、県等の指導助言を仰ぎます。 

 

12．虐待の防止について 

   事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、次のとおり必要な措置を講

じます。 

（１）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）その他虐待防止のために必要な措置。 

 

13．その他 

 （１）事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため、研修の機会を設け、研修体系と

当該研修実施のための勤務体制を整備します。 

また、介護支援専門員には個別具体的な研修計画を定め実施します。 

（２）地域包括支援センター等からの支援困難な利用者を受け入れる体制を整備します。 

（３）事業所は、運営責任者と主任等で常にサービス内容を検討する定期的な会議を行な



います。 

（４）事業所は、介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に

関する実習」等の協力又は協力体制を整備します。 

（５）すべての従業者は定期的に健康診断を行い、健康管理、清潔の保持に努めます。 

（６）職員は、常に身分証明証を携帯しておりますので、必要な場合には提示をお求めく 

ださい。 

（７）職員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

（８）この説明書に記載した事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は、可能な限り 

利用者の立場に立つことを原則に、社会福祉法人庄原市社会福祉協議会と事業所の 

管理者との協議に基づいて定めるものとします。 

（９）サービス提供にあたっては、厚生労働省令に定められた基準に基づき行うもとし、

改正に伴う重要事項説明書の一部変更は、その都度速やかに利用者に通知するもの

とします。 

（１０）指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業所 

等を紹介するよう求めることができます。  

（１１）当事業所が作成したケアプランに位置付けた、訪問介護・通所介護・地域密着型

通所介護・福祉用具貸与の利用状況の割合は別紙のとおりです。 

    ※４ 付属別紙「ケアプランに位置付けた利用状況割合」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※１（付属表） 

 

サービス内容「サービス提供の標準的な流れ」 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※利用者は市役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出 
     を行っていただきます（提出代行可能） 
 
 
 
 
 
 
 
     ※事業所選択については複数の事業所を紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※作成した居宅サービス計画は、関係するサービス提供事業者等へ提供します。 

特に医療系サービス利用の場合は、主治医等へ居宅サービス計画を提供します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

居宅サービス計画作成等サービス利用申込み 

当事業所に関すること、居宅サービス計画作成の手順、サービスの内容に関

して大切な説明を行います 

居宅サービス計画等に関する契約締結 

事
業
所
の
選
択 

当
事
業
所
と
契
約
を
す

る
か
ど
う
か
を
お
決
め

い
た
だ
き
ま
す
。 

ケアマネ－ジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します 

地域のサービス提供事業所の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービス

を選んでいただきます 

 

提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します 

計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利

用の調整を行います 

居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行い

ます 

利
用
者
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
の
選
択 

◆サービス利用◆ 

利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サー

ビス提供事業者と連絡調整を行います 

毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します 

利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサー

ビスの実施状況の把握を行います 

居宅サービス計画の変更を希望される場合は、必要に応じて居宅サービス計

画を行います 

サ
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ス
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用
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補足説明 

 

１．暫定サービス（認定結果判定前に開始するサービス）を提供する居宅介護支援について 

（１） 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の 

締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための 

支援を行います。 

（２） 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過

剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。 

（３） 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直し

を行います。 

（４） 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、

利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終

了し、解約料はいただきません。また、利用者から解約の申し入れがない場合には、契約は

継続しますが、この補足説明に記載の内容については終了することとなります。 

（５） 要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料はいただきません。 

※要介護認定の結果が不明なため、利用者は下記の点にご注意いただく必要があります。 

     要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回

った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付

されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。 

２．緊急入院等の発生時の対応について 

（１） 緊急の入院時等には、入院先の医療機関等へ当事業所名及び担当の介護支援専門員の氏

名、事業所の連絡先等をお伝え下さい。 

（２） 緊急の入院時等には、可能な限り当事業所若しくは担当の介護支援専門員へご連絡下さ

い。利用者及び家族からの連絡により、速やかに利用予定のサービスの中止等の対応を行い

ます。 

        

３．看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に関する評価について 

   看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を推進する観点から、居宅 

サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行った 

ものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者 

会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サ 

ービスが提供されてものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支 

援の基本報酬の算定を可能とする。 

 

 

 

 



                       令和   年   月   日 

 

【提供者側】 

当事業所は、利用者に対する居宅介護支援事業の提供を開始するにあたり、利用者本 

人もしくは利用者の代理人である家族等に対して、重要事項説明書に基づいて説明いたし

ました。 

利用者が、重要事項の内容について同意したことを証するため、本書２通を作成し、利

用者若しくはその代理人と事業者が署名・押印の上、１通ずつ保有するものとします。 

 

事業者（法人） 広島県庄原市西本町四丁目 5 番 26 号 

                     社会福祉法人 庄原市社会福祉協議会 

 

事業所名   庄原市社協居宅介護支援事業所りん  印 

事業所所在地  広島県庄原市東城町川東 1175 番地 

 

説明者                印 

 

【利用者側】 

私は、重要事項につきまして、この説明書を基に、居宅介護支援事業所から説明を受け 

ました。 

 

（利用者）                

住 所                       

氏 名                     印 

 

（署名代行者） 

住 所                              

氏 名                            印 

利用者との関係 （             ）  

（署名代行の理由 ※□内に○をつけてください） 

① 本人が身体上の理由により署名できない。  □ 

② その他の理由              □ 
2021.6. 


